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配水池等清掃業務委託

対象施設 虎渓山配水池　2池

構造：SUSタンク

内寸：約17×32m　水深：約6.3m

脇之島第1配水池　1池

構造：PCタンク

内径：約15m　水深：約10.2m

脇之島第2配水池　1池

構造：PCタンク

内径：約15m　水深：約10.2m

大畑配水池

構造：PCタンク

内寸：約15.5×6m×2槽　水深：約4.5m

脇之島送水ポンプ場　1池

構造：SUSタンク

内寸：約6×10m　水深：約4.7m

作業内容 配水池内不断水清掃点検　　1式

内部点検（躯体劣化状況）　1式

第施水配委

自

月

令和 月 日

令和

号

多治見市 多治見市緑ヶ丘1丁目地内他3か所

設計書

開始

5 14

施行方法

配水池等清掃業務委託

設計年月日

令和

8令和至

請負

年

設計者審査部長 グループ

年度 令和

リーダー課長

事
業
番
号

年度8

事

業

目

的

月年令和

事
　
　
業
　
　
概
　
　
要

8 年

歩掛適用年月日

履行期間

日

日月

単価適用年月日

年

日8

年 9 日30

月

多　治　見　市



事業費総括表

業　務　価　格 円

消 費 税 相 当 額 円

設　計　金　額 円

項　　　目 金　　　額

本
　
業
　
務
　
費

摘　　　要

多　治　見　市



費 目 工 種 種 別 数 量 単 位 単 価 金 額

本業務委託費

別紙第1号明細書の通り

直接業務費

計

直接経費

計

間接業務費 1 式

計

業務原価

諸経費

計

業務価格

消費税及び地方消費税の額

式1

本 業 務 内 訳 書

式1

式1

式

摘 要

1

多　治　見　市



費 目 工 種 種 別 数 量 単 位 単 価 金 額

本 業 務 内 訳 書

摘 要

本業務費計

多　治　見　市



第　1　号 明細書 直接業務費

名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

配水池清掃工 別紙第2号明細書の通り

池内部の点検調査及び

調査記録工 記録写真の管理

計

摘 要

1 式

6 箇所

多　治　見　市



第　2　号 明細書 直接業務費

名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

虎渓山配水池① SUS　17m×32m 別紙第1号代価表の通り

虎渓山配水池② SUS　17m×32m 別紙第1号代価表の通り

脇之島第1配水池 PC　φ15m 別紙第1号代価表の通り

脇之島第2配水池 PC　φ15m 別紙第1号代価表の通り

大畑配水池 PC　15.5m×6m×2槽 別紙第1号代価表の通り

脇之島送水ポンプ場 SUS　6m×10m 別紙第1号代価表の通り

計

186

摘 要

544 ㎡

177 ㎡

544 ㎡

177 ㎡

㎡

60 ㎡

多　治　見　市



第　1　号 代価表 不断水清掃工 1㎡当り

名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

清掃技師 土木一般世話役

潜水士

潜水連絡員

潜水送気員

潜水用コンプレッサ運転工

水中ポンプ運転工

計 1日当り

1㎡当り

人

1 日

1 日

摘 要

人

人

人

多　治　見　市



特 記 仕 様 書 

             

多治見市上下水道施設課 

 

事業番号   施水配委 第 ８ 号 

 

 事 業 名    配水池等清掃業務委託 

 

履行場所   多治見市緑ヶ丘 1 丁目地内他 3 か所 

 

対象施設   虎渓山配水池   2池 

         構造：SUSタンク 

         内寸：約 17m×32mｍ 水深：約 6.3ｍ 

 

脇之島第 1配水池   1池 

         構造：PCタンク 

         内径：約 15ｍ 水深：約 10.2ｍ 

 

脇之島第 2配水池  １池 

         構造：PCタンク 

         内径：約 15ｍ 水深：約 10.2ｍ 

 

大畑配水池   １池 

         構造：PCタンク 

         内寸：約 15.5ｍ×6ｍ×2槽 水深：約 4.5ｍ 

 

市之倉送水ポンプ場  1池 

         構造：SUSタンク 

         内寸：約 6ｍ×10ｍ 水深：約 4.7ｍ 

 

 

事業内容    

底部不断水清掃   1 式 

内部点検（躯体劣化状況）  1 式 

堆積物の処理処分  1 式 

 

安全衛生管理 

(1) 作業従事者は水道法第２１条により、腸内細菌検査結果を着手前に監督員に提出

すること。有効期間は履行期間を含む６か月以内とする。 

(2) 池内で使用する潜水機器は、JWWA Z 108 及び JWWA Z 110 の浸出試験に適合

したものとする。対象とする潜水機器は、潜水服・潜水マスク・レギュレータ・送

気管・電話線・ウェイト等の主となる機器とする。試験成績書は使用機器承認願に

添付するものとし、試験成績書に記載された機器と同等品であれば使用は可とする。

尚、試験成績書の有効期間は５か年以内とし、JWWA-GLP の認定を受けた検査機

関より発行されたものとする。 

(3) 潜水士および槽内で使用する機材は、毎回作業前に次亜塩素酸ナトリウム水溶液

で消毒し、水道水に悪影響を及ぼすことのないようにすること。 

(4) 消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウムは水道用薬品の評価試験方法に適合した



もの（水道用１級）を使用すること。 

(5) 本業務は稼働中の上水道施設内での作業であるため、貯水と人体が接触しないよ

うに、フード・グローブ共に陽圧構造の一体型潜水服を使用すること。 

(6) 潜水作業に使用する浮力調整用ウェイトは、鉛製を不可とする。鉛玉を袋に詰め

たものや、鉛を樹脂被覆したものも同様に不可とする。 

(7) 清掃作業中、水質に異常が発生した場合は直ちに作業を中止し、担当者に報告し

て指示に従うこと。 

(8) 作業実施にあたり、関連設備に損害を与えないよう十分注意し行うこと。 

 

環境への配慮 

(1) 停車時のアイドリングストップ等により環境負荷の低減に努めること。 

(2) 消耗品等についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めるものとす

る。 

(3) 廃棄物の減量及び特別管理産業廃棄物の管理等について法令を遵守するなど、廃

棄物全般について留意する。 

 

妨害又は不当要求に対する通報義務 

(1)  受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通

念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場

合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、

これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じる

ことがある。 

(2)  受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期

間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長

を請求することができる。 



脇之島送水ポンプ場

送・配水施設位置図

脇之島第1配水池

脇之島第2配水池

虎渓山配水池

大畑配水池
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タイプライターテキスト
虎渓山配水池

0036089
長方形

0036089
長方形

0036089
長方形

0036089
長方形

0036089
長方形



0036089
タイプライターテキスト
脇之島第1配水池
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多角形

0036089
楕円



0036089
タイプライターテキスト
脇之島第2配水池
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0036089
タイプライターテキスト
大畑配水池
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0036089
タイプライターテキスト
脇之島送水ポンプ場
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多角形
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長方形
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長方形


